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市
は
、
今
年
９
月
か
ら
、
ゆ
う
ゆ

う
バ
ス
を
「
（
仮
）
障
が
い
者
・
高
齢

者
外
出
支
援
バ
ス
」
と
し
、
現
在
の

３
台
・
３
コ
ー
ス
（
星
田
、
倉
治
、

郡
津
方
面
）
か
ら
２
台
・
２
コ
ー
ス

(

倉
治
・
郡
津
方
面
、
星
田
方
面)

に

減
ら
す
と
し
て
い
ま
す
。 

倉
治
・
郡
津
方
面
で
は
、
１
台
に

統
合
さ
れ
る
こ
と
で
、
運
行
時
間
も

長
く
な
り
、
私
部
６
丁
目
、
私
部
８

丁
目
、
天
野
が
原
１
丁
目
な
ど
、
７

か
所
の
バ
ス
停
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。 

星
田
方
面
で
は
、
い
き
い
き
ラ
ン

ド
へ
の
直
通
分
が
廃
止
さ
れ
、
乗
り

継
ぎ
が
必
要
に
な
る
こ
と
で
、
い
き

い
き
ラ
ン
ド
の
利
用
が
大
変
困
難
に

な
り
ま
す
。
な
お
、
私
市
山
手
で
は

新
し
く
バ
ス
停
が
設
置
さ
れ
ま
す
。 

 

 

市
の
案
で
は
、
各
コ
ー
ス
１
日
９

便
か
ら
８
便
に
減
ら
さ
れ
ま
す
。 

 

お
昼
の
時
間
帯
は
、
ゆ
う
ゆ
う
セ

ン
タ
ー
11
時
30
分
発
と
な
り
（
次

は
13
時
30
分
発
）
、
午
前
中
の
活
動

時
間
が
制
約
さ
れ
ま
す
。
夕
方
も
、

ゆ
う
ゆ
う
セ
ン
タ
ー
16
時
30
分
発

が
最
終
便
（
現
在
は
17
時
）
と
な
り

ま
す
。 

ま
た
、
現
在
は
お
盆
と
年
末
年
始

を
除
き
毎
日
運
行
し
て
い
ま
す
が
、

９
月
か
ら
、
日
曜
・
祝
日
は
運
休
と

さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

１
台
削
減
だ
け
で
な
く
、
１
日
の

便
数
、
運
行
日
ま
で
削
減
す
る
こ
と

で
、
利
用
者
に
と
っ
て
大
変
不
便
な

バ
ス
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

裏
面
へ
続
く 

３
月
議
会
で
は
、
多
く
の
障
が
い
者
団
体
か
ら
、「
ゆ
う
ゆ
う
バ
ス

を
削
減
せ
ず
、
現
行
通
り
３
台
で
運
行
し
て
ほ
し
い
」
と
要
望
書
が
出

さ
れ
ま
し
た
。 

 

し
か
し
市
は
、
４
月
27
日
の
議
会
全
員
協
議
会
で
、
９
月
以
降
バ
ス

を
１
台
削
減
す
る
新
し
い
時
刻
表
（
案
）
を
発
表
し
ま
し
た
。 

 

１
台
削
減
で 

廃
止
に
な
る
バ
ス
停
が
多
数
！ 

 

１
日
の
便
数
削
減
で 

活
動
時
間
に
制
約
が
！ 

 

■（仮）障がい者・高齢者外出支援バス(案)と(現行)ゆうゆうバスの運行比較 

区分 
(仮)障がい者･高齢者外出支援バス(案) 
（H22年 9 月からの案） 

(現行)ゆうゆうバス 

利用目的 

高齢者や障害者が安心して自立した
生活が送れるよう、また社会参加によ
る生きがいづくりや閉じこもり予防
のため、市内外への移動手段の確保と
公共施設へのアクセスを行う外出を
支援する 

ゆうゆうセンターを利用する高齢者､
障がいのある方や妊産婦など移動困
難者の方々に対する交通手段として、
運行。年間約 17 万人の市民に利用さ
れている。 
  

利用対象者 

交野市内に住所を有する次のもの 
①65歳以上の高齢者及び介護人 
②障がい者及び介護人 
③その他、市長が認める者 
(妊婦､3歳以下の乳幼児及び保護者が
ゆうゆうセンターを利用する場合等) 

運

行

形

態

 

運行コース 2コース 3コース 

運行方面 
及びバス停数 

星田方面 
倉治・郡津方面 

18箇所 
20箇所 

星田方面 
倉治方面 
郡津方面 

18箇所 
16箇所 
12箇所 

計 38箇所 計 46箇所 

1日の運行時間 
午前 8時半から午後 5時半
(11時台は運行せず） 

  午前 8時から午後 6時 
(11 時台は運行せず） 

  

1日の運行便数 1コース 8便 計 16便 1コース 9便 計 27便 

1日の運行間隔 60分(待機時間含む）   60 分(待機時間含む）   

1便の運行時間 
及び運行距離 
  

星田方面 
倉治・郡津方面 

約 46分 
約 49分 

星田方面 
倉治方面 
郡津方面 

48分 
42分 
35分 

計 約 95分 計 125分 

運休日 

日曜日、祝日(概ね 55日間） 
8月 12日から 8月 15日(4 日間） 
12月 28日から 1月 4日(8 日間） 

（計 67 日間） 

8月 12日から 8月 14日(3 日間） 
12 月 28日から 1月 4日(8 日間） 

（計 11日間）  

※障がい者とは、身体障害者手帳保持者、療育手帳保持者、精神障害者保健福祉手帳保持者を言う。 


